
ベ
ト
ナ
ム
で
は
二
○
○
七
年
五
月
二
○
日
に
第
一
二
回
国
会
代
表
選
挙

が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
受
け
た
第
一
二
期
第
一
回
国
会
（
七
月
一
九
日
〜
八

月
四
日
）
で
、
国
会
機
構
、
政
府
機
構
の
再
編
・
改
造
が
行
わ
れ
る
と
と

も
に
、
新
し
い
最
高
指
導
者
た
ち
が
選
出
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
第
一

二
期
第
一
回
国
会
に
お
け
る
動
き
を
考
察
す
る
（
以
下
の
点
に
あ
ら
か
じ

め
ご
留
意
願
い
た
い
。
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
に
よ
る
政
治
指
導
が
続
く
ベ
ト

ナ
ム
で
は
、
国
会
で
選
出
、
承
認
さ
れ
る
人
事
で
も
同
党
の
意
向
が
反
映

さ
れ
る
。
今
回
も
七
月
五
〜
一
四
日
に
第
一
○
期
第
五
回
党
中
央
委
員
会

総
会
が
開
か
れ
、
人
事
に
つ
い
て
方
針
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
ち
な
み
に
国
会
代
表
選
挙
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
影
響
下
の

ベ
ト
ナ
ム
祖
国
戦
線
が
中
心
と
な
っ
て
立
候
補
者
選
出
の
た
め
の
ス
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
が
行
わ
れ
る
）。

第
一
○
回
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
大
会
終
了
後
、
二
○
○
六
年
五
月
一
六
日

〜
六
月
二
九
日
に
か
け
て
開
か
れ
た
第
一
一
期
第
九
回
国
会
で
す
で
に
選

ば
れ
て
い
た
グ
エ
ン
・
ミ
ン
・
チ
ェ
ッ
ト
大
統
領
、
グ
エ
ン
・
タ
ン
・
ズ

二

一
一
年
に
向
け
た
ベ
ト
ナ
ム
国
会
・
政
府

　
─
再
編
・
改
造
と
人
事

寺
本　

実

ン
首
相
、
グ
エ
ン
・
フ
ー
・
チ
ョ
ン
国
会
議
長
は
同
国
会
で
再
選
さ
れ
た
。

ま
た
、
第
一
二
期
国
会
・
政
府
の
任
期
は
通
常
通
り
で
あ
れ
ば
二
○
一

二
年
ま
で
で
あ
る
が
、
二
○
一
一
年
ま
で
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
。
二
○
一
一
年
に
は
第
一
一
回
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
大
会
の
開
催
が
予
定

さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
任
期
短
縮
に
伴
い
、
党
大
会
と
国
会
代
表
選
挙
が

同
じ
年
に
開
催
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
人
事
を
は
じ
め

と
す
る
党
の
動
き
と
国
会
・
政
府
・
国
家
機
構
の
動
き
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が

な
く
な
り
、
連
動
性
が
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
で
は
報
道
管
理
が
あ
り
、
政
治
に
関
わ
る
人
間
関
係
、
人
事

な
ど
の
生
々
し
い
報
道
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
噂
レ
ベ
ル
、
情
報
通
に
よ

る
人
伝
え
レ
ベ
ル
以
外
の
政
治
的
情
報
は
限
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
一
般
の
人
々
が
手
に
し
得
る
公
刊
文
献
、
日

刊
紙
に
よ
る
報
道
の
検
討
に
基
づ
き
、
第
一
一
期
国
会
・
政
府
発
足
当
初

の
状
況
と
の
比
較
を
軸
と
し
て
、
第
一
二
期
第
一
回
国
会
に
お
け
る
動
き

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

分
析
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ー
ト
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た
こ
と
、
の
以
上
四
点
で
あ
る
。

①
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
国
会
が
取
り
組
む
問
題
が
複
雑
化
す
る
中
、

担
当
者
を
増
員
す
る
こ
と
で
対
応
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
○

○
七
年
七
月
二
四
日
付
のtu

oi tre

（
若
者
）
紙
に
よ
れ
ば
、
四
人
の
国

会
副
議
長
の
職
務
担
当
は
次
の
通
り
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。
経
済
、
財

政
担
当
が
グ
エ
ン
・
ド
ゥ
ッ
ク
・
キ
エ
ン
副
議
長
、
法
律
・
司
法
担
当
が

ウ
ォ
ン
・
チ
ュ
ー
・
リ
ュ
ー
副
議
長
、
文
化
・
社
会
担
当
が
ト
ン
・
テ
ィ

・
フ
ォ
ン
副
議
長
、
国
防
・
安
全
担
当
が
フ
ィ
ン
・
ゴ
ッ
ク
・
ソ
ン
副
議

長
、
と
い
う
担
当
分
担
で
あ
る
。
ち
な
み
に
リ
ュ
ー
副
議
長
は
こ
れ
ま
で

司
法
相
、
フ
ォ
ン
副
議
長
は
党
書
記
局
員
で
党
大
衆
工
作
委
員
会
委
員
長

を
務
め
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

②
は
、
国
会
の
各
委
員
会
（
関
連
領
域
の
法
案
審
査
、
法
・
法
令
草
案

に
つ
い
て
提
案
な
ど
を
行
う
国
会
機
関
）
に
関
す
る
動
き
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
れ
は
二
○
○
七
年
三
月
二
○
日
〜
四
月
二
日
に
開
か
れ
た
第
一
一

期
第
一
一
回
国
会
で
国
会
組
織
法
が
修
正
・
補
充
さ
れ
た
こ
と
に
主
に
由

来
す
る
動
き
で
あ
る
。

経
済
委
員
会
、
財
務
・
予
算
委
員
会
の
設
置
は
、
第
一
一
期
の
経
済
・

予
算
委
員
会
が
担
っ
て
き
た
役
割
が
分
割
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
経
済
委

員
会
は
経
済
管
理
、
信
用
、
銀
行
経
営
活
動
に
関
す
る
法
・
法
令
草
案
の

審
査
等
を
行
い
、
財
務
・
予
算
委
員
会
は
財
政
・
予
算
に
関
わ
る
法
・
法

令
の
審
査
等
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

司
法
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
も
従
来
法
律
委
員
会
が
担
っ
て
き
た
役

割
の
分
割
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
司
法
委
員
会
は
犯
罪
、
訴
訟
、
判
決
執

行
、
司
法
機
関
の
機
構
組
織
に
関
す
る
法
・
法
令
草
案
の
審
査
等
を
担
当

す
る
。
今
後
、
法
律
委
員
会
は
民
事
・
行
政
と
、
司
法
機
関
を
除
く
国
家

機
構
組
織
に
関
す
る
法
・
法
令
草
案
の
審
査
等
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

代
表
工
作
担
当
に
つ
い
て
は
、
設
立
の
根
拠
と
な
る
正
式
文
書
は
見
出

せ
て
い
な
い
。
も
し
筆
者
が
推
測
す
る
通
り
国
会
代
表
に
対
す
る
教
育
・

訓
練
な
ど
を
も
担
う
職
責
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
会
代
表
の
職
務
に
専
従
す

る
わ
け
で
は
な
い
非
専
従
代
表
が
多
数
を
占
め
る
ベ
ト
ナ
ム
国
会
で
は
、

国
会
代
表
の
教
育
・
訓
練
も
国
会
機
能
の
強
化
に
は
欠
か
せ
な
い
要
件
で

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
初
め
に
国
会
機
構
、
政
府
機
構
の
再

編
・
改
造
に
つ
い
て
検
討
し
た
後
、
人
事

の
基
本
的
方
向
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
ま
と
め
を
行
う
こ
と
に

し
た
い
。

●
国
会
機
構
の
再
編
・
改
造

国
会
機
構
の
再
編
、
改
造
の
動
き
に
つ

い
て
は
、
総
じ
て
国
会
機
能
の
強
化
が
目

指
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
国
会
常
務
委
員
会
（
通
常
国
会
の
準

備
・
招
集
・
運
営
な
ど
を
行
い
、
通
常
国

会
が
可
決
す
る
法
律
に
次
い
で
重
き
を
持

つ
法
令
の
制
定
等
も
で
き
る
国
会
の
常
任

機
関
）
の
構
成
を
見
な
が
ら
検
討
を
進
め

る
こ
と
に
し
た
い
（
表
１
、
２
、
３
参

照
）。第一

一
期
発
足
当
初
と
比
較
し
て
、
第

一
二
期
で
は
以
下
の
変
化
が
あ
っ
た
。

①
国
会
副
議
長
が
三
人
か
ら
四
人
に
増

員
さ
れ
た
こ
と
。

②
司
法
委
員
会
、
経
済
委
員
会
、
財
務

・
予
算
委
員
会
、
代
表
工
作
担
当
ポ
ス
ト

と
い
う
職
務
機
関
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
。

③
国
会
副
議
長
、
委
員
会
数
の
増
加
に

伴
い
、
国
会
常
務
委
員
会
構
成
員
数
が
総

勢
一
三
名
か
ら
一
八
名
に
増
員
さ
れ
た
こ

と
。④

各
委
員
会
の
構
成
員
数
が
国
防
・
安

全
委
員
会
の
一
人
減
を
除
い
て
増
員
さ
れ

役職 名前 生年 出身省 党職 出身地域 学歴

国会議長 Nguyen Phu Trong（グエン・フー・チョン） 1944 Ha Noi 政治局員 北部 博士、学士

国会副議長 Nguyen Duc Kien（グエン・����・�エン）（グエン・����・�エン）グエン・����・�エン）） 1948 Hai Duong 中央委員 北部 学士

Uong Cuu Luu（ウォン・チュー・リュー） 1955 Ha Tinh 中央委員 中部 博士

Tong Thi Phong（�ン・��・フォン）（�ン・��・フォン）�ン・��・フォン）） 1954 Son La 書記局員 北部 学士

Huynh Ngoc Son（フ�ン・���・�ン）（フ�ン・���・�ン）フ�ン・���・�ン） 1951 Da Nang 中央委員 中部 学士

国会常務委員

民族評議会議長 Ksor Phuoc（��ー�・フ�ォ��）（��ー�・フ�ォ��）��ー�・フ�ォ��）） 1954 Gia Lai 中央委員 中部 学士

法律委員会委員長 Nguyen Van Thuan（グエン・��ン・���ン）�（グエン・��ン・���ン）�グエン・��ン・���ン）� 1952 Bac Ninh 北部 博士

司法委員会委員長 Le Thi Thu Ba（�ー・��・��ー・�ー）（�ー・��・��ー・�ー）�ー・��・��ー・�ー） 1956 Ho Chi Minh 中央委員 南部 学士

経済委員会委員長 Ha Van Hien（�ー・��ン・�エン）（�ー・��ン・�エン）�ー・��ン・�エン）） 1948 Hai Duong 中央委員 北部 学士

財務・予算委員会委員長 Phung Quoc Hien（フン・�ォ��・�エン）（フン・�ォ��・�エン）フン・�ォ��・�エン） 1958 Phu Tho 中央委員 北部 博士

国防･安全委員会委員長 Le Quang Binh（�･��ン･�ン）（�･��ン･�ン）�･��ン･�ン） 1947 Thanh Hoa 中部 学士

文化･教育・青少年･児童委員会委員長 Dao Trong Thi（��・チョン・��）（��・チョン・��）��・チョン・��） 1951 Hai Phong 中央委員 北部 博士

社会問題委員会委員長 Truong Thi Mai（チュ�ン・��・マー�） 1958 Quang Binh 中央委員 中部 修士、その他２つの学士号

科学･技術･環境委員会委員長 Dang Vu Minh（�ン・�・�ン）（�ン・�・�ン）�ン・�・�ン） 1946 Nam Dinh 中央委員 北部 博士

対外委員会委員長 Nguyen Van Son（グエン・��ン・�ン）（グエン・��ン・�ン）グエン・��ン・�ン） 1946 Hung Yen 中央委員 北部 学士

代表工作担当 Pham Minh Tuyen（フ��・�ン・��エン）（フ��・�ン・��エン）フ��・�ン・��エン） 1949 Ninh Binh 中央委員 北部 医師、その他２つの学士号

請願工作担当 Tran The Vuong（チ�ン・�ー・��ン）（チ�ン・�ー・��ン）チ�ン・�ー・��ン） 1949 Nam Dinh 北部 ２つの学士号

国会事務局長 Tran Dinh Dan（チ�ン・��ン・�ン）（チ�ン・��ン・�ン）チ�ン・��ン・�ン） 1951 Ha Tinh 中央委員 中部 博士、修士

表 1　第 12 期国会常務委員会の顔ぶれ

（出所）tuoi tre �、2��7 年 7 � 24 ��、� 12 �国会代表������名�����作���、2��7 年 7 � 24 ��、� 12 �国会代表������名�����作��2��7 年 7 � 24 ��、� 12 �国会代表������名�����作��、� 12 �国会代表������名�����作������作��
（注）� 1� �党中央委員名�に掲載された��フォン市党委書記 ( 当時）の人物と同姓同名�しかし、tuoi tre ����出時の役職�� 11 �国会法律委員会副委員長tuoi tre ����出時の役職�� 11 �国会法律委員会副委員長����出時の役職�� 11 �国会法律委員会副委員長

と記されている��越貿易会・坂村哲雄氏のご指摘もあ�別人と判断した�
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あ
り
、
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

③
の
動
き
に
つ
い
て
は
国
会
委
員
会
の
増
設
、
担
当
役
職
の
追
加
に
伴

う
動
き
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
国
会
常
務
委
員
会
の
国
会

に
お
け
る
指
導
性
の
強
化
に
つ
な
が
る
動
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

④
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
よ
る
法
案
の
審
議
、
検
討
機
能
の
強
化
を
図

る
た
め
の
動
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

●
政
府
機
構
の
再
編
・
改
造

次
に
政
府
機
構
の
再
編
、
改
造
の
動
き
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
（
表
４

参
照
）。
今
回
の
再
編
・
改
造
に
よ
り
、
第
一
一
期
政
府
発
足
当
初
と
比

較
し
て
、
副
首
相
が
三
人
か
ら
五
人
に
増
員
さ
れ
、
他
方
、
省
庁
の
数
は

二
六
か
ら
二
二
、
閣
僚
数
は
三
○
人
か
ら
二
六
人
（
兼
務
二
人
）
に
削
減

さ
れ
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、
政
府
機
構
の
機
能
、
効
率
性
の
強
化
に
向
け

た
模
索
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
○
○
七
年
七
月
三
一
日
付
のN

han
 D

an

（
人
民
）
紙
、tu

oi tre

紙
、

Lao D
on

g

（
労
働
）
紙
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
首
相
答
申
に
お
け
る
政
府

機
構
の
具
体
的
な
再
編
・
改
造
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

①
副
首
相
を
二
名
増
員
し
副
首
相
五
人
体
制
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
首

相
を
支
え
る
た
め
の
役
割
分
担
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
常
任
副
首
相
で
首

相
不
在
時
に
は
首
相
の
代
わ
り
を
務
め
、
経
済
全
般
に
わ
た
り
担
当
す
る

者
、
部
門
経
済
の
指
導
を
担
当
す
る
者
、
文
化
・
社
会
分
野
を
担
当
す
る

者
、
外
務
相
の
任
を
直
接
担
当
す
る
者
、
汚
職
防
止
・
取
締
り
中
央
指
導

委
員
会
常
任
副
委
員
長
の
任
務
を
直
接
担
当
す
る
者
、
の
五
人
で
あ
る
。

②
水
産
省
と
農
業
・
農
村
開
発
省
を
統
合
し
、
農
業
・
農
村
開
発
省
と

す
る
。

③
工
業
省
と
商
業
省
を
統
合
し
、
工
商
省
と
す
る
。

④
文
化
・
情
報
省
か
ら
新
聞
・
雑
誌
、
メ
デ
ィ
ア
管
理
機
能
を
切
り
離

し
、
郵
政
・
電
気
通
信
省
と
合
わ
せ
、
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
省
と
す
る
。

⑤
文
化
・
情
報
省
の
残
り
の
管
轄
・
機
能
と
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
委
員
会
、

観
光
総
局
と
を
合
わ
せ
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
観
光
省
と
す
る
。

⑥
資
源
・
環
境
省
へ
海
洋
に
関
す
る
総
合
的
管
理
機
能
を
与
え
、
資
源

・
環
境
・
海
洋
省
と
す
る
。

⑦
人
口
・
家
族
・
児
童
委
員
会
を
廃
止
し
、
関
連
す
る
他
の
省
に
同
委

員
会
の
国
家
管
理
機
能
を
移
管
す
る
。

こ
の
首
相
答
申
案
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
了
承
さ
れ
た
が
、
⑥
の
資
源

・
環
境
省
を
資
源
・
環
境
・
海
洋
省
と
呼
称
す
る
案
に
つ
い
て
は
、
多
く

の
省
が
海
に
面
し
て
い
な
い
の
が
現
実
で
あ
り
、
不
合
理
だ
と
の
意
見
が

国
会
代
表
か
ら
出
さ
れ
、「
海
洋
」
と
い
う
文
言
は
取
り
除
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
国
会
代
表
か
ら
は
建
設
省
と
交
通
・
運
輸
省
の
統
合
案
も
出

さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

ズ
ン
首
相
の
答
申
に
よ
れ
ば
、
政
府
改
造
提
案
に
お
け
る
政
府
の
狙
い

は
、「
効
率
・
効
果
・
綱
紀
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
機
構
を
引
き
続
き

調
整
し
、
領
導
・
指
導
・
指
揮
の
機
能
と
方
式
を
完
成
さ
せ
る
」
こ
と
に

あ
っ
た
（tu

oi tre

紙
、
二
○
○
七
年
七
月
三
一
日
）。
諸
報
道
に
基
づ
い

て
総
合
的
に
判
断
す
れ
ば
、
今
回
の
再
編
・
改
造
は
主
と
し
て
以
下
の
方

針
の
下
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
一
つ
の
省
庁
が
多
部
門
、
多
領
域
を
管
理
す
る
。

②
一
つ
の
こ
と
は
一
つ
の
機
関
、
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
主
た
る
責
任

が
担
わ
れ
る
。

③
重
複
・
重
な
り
・
分
裂
の
状
態
、
一
つ
の
こ
と
に
多
く
の
機
関
、
多

く
の
人
が
責
任
を
負
い
、
仕
事
を
遅
ら
せ
、
責
任
を
不
明
確
に
さ
せ
る
状

況
を
克
服
す
る
、
の
主
に
三
つ
の
方
針
で
あ
る
。

一
つ
の
案
件
を
実
行
に
向
け
て
推
進
す
る
際
に
も
、
権
限
・
管
轄
が
多

く
の
省
庁
に
ま
た
が
っ
て
い
れ
ば
、
当
該
案
件
の
推
進
、
処
理
の
た
め
に

は
そ
れ
ら
機
関
す
べ
て
を
対
象
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
責
任

の
所
在
も
分
散
し
、
た
と
え
問
題
が
発
生
し
て
も
責
任
の
所
在
が
曖
昧
な

ま
ま
と
な
る
。
そ
し
て
、
当
該
案
件
の
解
決
に
必
要
以
上
の
労
力
、
時
間

が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
縦
割
り
行
政
の
弊
害
の
克
服
と
い
う
意

図
が
、
こ
れ
ら
の
方
針
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
と

え
現
状
に
よ
り
適
合
的
な
省
庁
枠
組
み
を
設
定
し
た
と
し
て
も
、
新
し
く

で
き
た
官
庁
も
巨
大
化
し
、
部
署
が
増
加
す
る
な
ど
多
く
の
管
理
、
運
営

上
の
問
題
を
抱
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
縦
割
り
行
政
の
弊

名称 構�員数
民族評議会 39 名
法律委員会 35 名
司法委員会 34 名
経済委員会 36 名
財務・予算委員会 35 名
国防･安全委員会 34 名
文化･教育・青少年･児童委員会 39 名
社会問題委員会 4� 名
科学･技術･環境委員会 37 名
対外委員会 3� 名
国会事務局団 13 名

表 2　第 12 期国会各委員会の構成

（出所）���� ��� �、2��7 年�� 29 ��か���作��出所）���� ��� �、2��7 年�� 29 ��か���作���、2��7 年�� 29 ��か���作��2��7 年�� 29 ��か���作��

名称 構�員数
民族評議会 32 名名
法律委員会 29 名名
経済･予算委員会･予算委員会予算委員会 35 名名
国防･安全委員会･安全委員会安全委員会 35 名名
文化･教育・青少年･児童委員会･教育・青少年･児童委員会教育・青少年･児童委員会･児童委員会児童委員会 32 名名
社会問題委員会 31 名名
科学･技術･環境委員会･技術･環境委員会技術･環境委員会･環境委員会環境委員会 32 名名
対外委員会 29 名名
国会事務局団 1� 名名

表 3　第 11 期国会各委員会������の構成������の構成�����の構成

（出所）���� ��� �、2��2 年 8 � 1 ��か���作��出所）���� ��� �、2��2 年 8 � 1 ��か���作���、2��2 年 8 � 1 ��か���作��2��2 年 8 � 1 ��か���作��
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ふ
れ
て
お
き
た
い
。
時
代
状
況
の
変
化
と
い
う
観
点
も
判
断
の
際
に
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
一
九
九
七
年
に
開
か
れ
た
第
一
○
期
第
一
回
国
会

で
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
カ
イ
前
首
相
が
首
相
に
選
出
さ
れ
た
際
に
も
副
首

相
が
三
人
か
ら
五
人
に
増
員
さ
れ
た
こ
と
を
一
つ
の
事
実
と
し
て
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

●
人
事
の
基
本
的
傾
向

次
に
、
国
会
常
務
委
員
会
、
政
府
、
国
家
機
構
要
職
者
（
大
統
領
、
副

大
統
領
、
最
高
人
民
裁
判
所
長
官
、
最
高
人
民
検
察
院
院
長
）
に
お
け
る

人
事
の
方
向
性
を
検
討
す
る
（
表
１
、
４
、
５
参
照
）。
本
項
で
は
第
一

一
期
と
第
一
二
期
の
国
会
代
表
立
候
補
者
名
簿
、
参
考
文
献
①
、N

han
 

D
an

紙
、tu

oi tre

紙
、Lao D

on
g

紙
に
記
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
、

生
年
、
学
歴
、
党
に
お
け
る
職
責
、
出
身
地
域
の
四
つ
の
観
点
か
ら
考
察

を
行
う
。

表
６
〜
表
11
は
第
一
一
期
、
第
一
二
期
の
国
会
常
務
委
員
会
・
政
府
・

国
家
機
構
指
導
者
の
生
年
分
布
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
一
期
で

は
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
た
一
九
三
一
〜
一
九
四
○
年
生
ま
れ
の
指
導
者
が
第

一
二
期
で
は
い
な
く
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
一
九
四
一
〜
一
九

四
五
年
生
ま
れ
の
指
導
者
が
減
少
す
る
一
方
で
、
第
一
二
期
の
政
府
閣
僚

二
六
人
中
二
○
人
、
国
会
常
務
委
員
会
構
成
員
一
八
人
中
一
四
人
、
国
家

機
構
要
職
者
四
人
中
三
人
が
、
一
九
四
六
〜
一
九
五
五
年
生
ま
れ
の
世
代

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

一
九
三
一
〜
一
九
四
○
年
生
ま
れ
の
指
導
者
た
ち
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
解

放
民
族
戦
線
設
立
時
に
二
○
〜
二
九
歳
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
時
に
三
五

〜
四
四
歳
で
あ
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
第
一
次
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
〜
一
九

七
八
年
一
二
月
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
侵
攻
か
ら
撤
退
に
至
る
一
九
八
九
年
ま
で

の
時
期
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
人
生
の
大
半
を
戦
争
の
直
接
的
影
響
下
で
過

ご
し
て
き
た
人
た
ち
だ
と
い
え
る
。

他
方
、
第
一
二
期
で
台
頭
し
て
き
た
一
九
四
六
〜
一
九
五
五
年
生
ま
れ

の
人
た
ち
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民
族
戦
線
設
立
時
に
五
〜
一
四
歳
、
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
終
結
時
に
二
○
〜
二
九
歳
で
あ
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
ア
メ

害
と
後
者
の
問
題
を

秤
に
か
け
、
な
お
前

者
の
問
題
へ
の
対
応

を
重
視
し
た
結
果
の

方
針
だ
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

縦
割
り
行
政
の
弊

害
の
克
服
と
い
う
観

点
ば
か
り
を
強
調
す

る
結
果
と
な
っ
た
が
、

内
外
の
情
勢
へ
の
適

応
と
い
う
観
点
が
よ

り
強
く
出
た
と
見
ら

れ
る
動
き
も
あ
る
。

工
業
省
と
商
業
省
を

統
合
し
、
工
商
省
と

す
る
動
き
で
あ
る
。

今
年
初
め
に
世
界
貿

易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）

に
正
式
に
加
盟
（
加

盟
交
渉
自
体
は
二
○

○
六
年
一
一
月
七
日

に
妥
結
）
し
て
お
り
、

Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
時
代
を

迎
え
、
製
品
の
生
産

と
通
商
を
有
機
的
、

効
果
的
に
連
携
さ
せ

て
い
く
狙
い
が
あ
る

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

最
後
に
副
首
相
増

員
の
動
き
に
つ
い
て

役職 名前 生年 出身 党職 地域 学歴

首相 Nguyen Tan Dung（グエン・�ン・�ン）（グエン・�ン・�ン） 1949 Ca Mau 政治局員 南部 学士

副首相 Nguyen Sinh Hung（グエン・�ン・フン）g（グエン・�ン・フン） 1946 Nghe An 政治局員 中部 博士

副首相兼外務相 Pham �ia Khiem（フ��・�ー･�エ�）�ia Khiem（フ��・�ー･�エ�）ia Khiem（フ��・�ー･�エ�）（フ��・�ー･�エ�）･�エ�）�エ�） 1944 Ha Noi 政治局員 北部 博士

副首相 Truong Vinh Trong（チュ�ン・��ン・チュ�ン）ong（チュ�ン・��ン・チュ�ン）ng（チュ�ン・��ン・チュ�ン）（チュ�ン・��ン・チュ�ン） 1942 Ben Tre 政治局員、書記局員 南部 学士

副首相 ◎Hoang Trung Hai（��ン・チュン・�ー�）ai（��ン・チュン・�ー�）i（��ン・チュン・�ー�）（��ン・チュン・�ー�） 1959 Thai Binh 中央委員 北部 修士

副首相兼教育･��相･��相��相 ◎Nguyen Thien Nhan（グエン・��エン・ニ�ン） 1953 Tra Vinh 中央委員 南部 博士、修士

国防相 Ｐhung Quang Thanh（フン・��ン・��ン）hung Quang Thanh（フン・��ン・��ン）g Thanh（フン・��ン・��ン） Thanh（フン・��ン・��ン）（フン・��ン・��ン） 1949 Vinh Phuc 政治局員 北部 学士

公安相 Le Hong Anh（�・�ン・��ン）（�・�ン・��ン） 1949 Kien Giang 政治局員 南部 学士

内務相 ◎Tran Van Tuan（チ�ン・��ン・���ン）n（チ�ン・��ン・���ン） 195� Hai Duong 中央委員 北部 博士

司法相 ◎Ha Hung Cuong（�ー・フン・��ン）ong（�ー・フン・��ン）ng（�ー・フン・��ン）（�ー・フン・��ン） 1953 Vinh Phuc 中央委員 北部 博士

計画･��相･��相��相 Vo Hong Phuc（�ォ・�ン・�ォ��）（�ォ・�ン・�ォ��） 1945 Ha Tinh 中央委員 中部 学士

財務相 Vu Van Ninh（�・��ン・ニン）（�・��ン・ニン） 1955 Nam Dinh 中央委員 北部 修士

工商相 ◎Vu Huy Hoang（�・フ�・��ン）（�・フ�・��ン） 1953 Hai Phong 中央委員 北部 博士

農業･農村��相･農村��相農村��相 Cao Duc Phat（��・����・フ���）（��・����・フ���） 1956 Nam Dinh 中央委員 北部 博士

交通･��相･��相��相 Ho Nghia Dung（�ー・��・�ン）g（�ー・��・�ン） 195� Da Nang 中央委員 中部 学士

建設相 Nguyen Hong Quan（グエン・�ン・��ン）an（グエン・�ン・��ン）n（グエン・�ン・��ン）（グエン・�ン・��ン） 1949 Hai Duong 中央委員 北部 水力�電技師

�源･環境相･環境相環境相 ◎Pham Khoi Nguyen（フ��・��・グエン）en（フ��・��・グエン）n（フ��・��・グエン）（フ��・��・グエン） 195� Ha Tay 中央委員 北部 博士、修士

情報･����相･����相����相 ◎Le Doan Hop（�・��ン・���）（�・��ン・���） 1951 Nghe An 中央委員 中部 博士

文化・スポーツ・観光相 ◎Hoang Tuan Anh（��ン・���ン・��ン）（��ン・���ン・��ン）��ン・���ン・��ン） 1952 Da Nang 中央委員 中部 学士

労働・傷病兵・社会問題相 ◎Nguyen Thi Kim Ngan（グエン・��・��・�ン）（グエン・��・��・�ン）グエン・��・��・�ン） 1954 Ben Tre 中央委員 南部 修士、学士

科学･技術相 Hoang Van Phong（��ン・��ン・フォン）（��ン・��ン・フォン）��ン・��ン・フォン）） 1948 Ha Noi 中央委員 北部 博士

保健相 ◎Nguyen Quoc Trieu（グエン･�ォ��・チュウ）（グエン･�ォ��・チュウ）グエン･�ォ��・チュウ） 1951 Bac Ninh 中央委員 北部 博士、医師

民族委員会委員長 ◎Giang Seo Phu ��ン族��ン族�ン族 1951 Lao Cai 中央委員 北部 学士

国家銀行総裁 ◎Nguyen Van Giau（グエン・��ン・�ウ）（グエン・��ン・�ウ）グエン・��ン・�ウ） 1957 An Giang 中央委員 南部 博士

政府監査院院長 Tran Van Truyen（チ�ン・��ン・チュエン） 195� Ben Tre 中央委員 南部 学士

政府官房長官 ◎Nguyen Xuan Phuc（グエン・ス�ン･フ��）Phuc（グエン・ス�ン･フ��）huc（グエン・ス�ン･フ��）（グエン・ス�ン･フ��）･フ��）フ��） 1954 Quang Nam 中央委員 中部 学士

表 4　第 12 期政府閣僚の顔ぶれ

（出所）L�o �o�g �、tuoi tre � 2��7 年 8 � 3 ��、� 12 �国会代表������名�����作��tuoi tre � 2��7 年 8 � 3 ��、� 12 �国会代表������名�����作��� 2��7 年 8 � 3 ��、� 12 �国会代表������名�����作��
（注）人口･家族・児童委員会�廃止された�◎�� 12 ��１回国会�初�出�Hoang Trung Hai 副首相�前工業相、Nguyen Thien Nhan 副首相�教育・��相の職

について�再任�Le Doan Hop 情報･����相�前文化・情報相�再任とも理解�きる�
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分析リポート

最
後
に
大
統
領
を
は
じ
め
と
す
る
国
家
機
構
要
職
者
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
。
第
一
一
期
で
は
博
士
一
人
、
修
士
○
人
、
学
士
二
人
、
技
師
一
人

の
構
成
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
一
二
期
で
は
そ
れ
ぞ
れ
博
士
二
人
、
修
士

一
人
、
学
士
一
人
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
二
期

の
方
が
高
学
歴
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
き
た
が
、
第
一
二
期
国
会
常
務
委
員
会
構
成
員
、

政
府
閣
僚
、
大
統
領
な
ど
国
家
機
構
要
職
者
の
学
歴
は
第
一
一
期
に
比
べ

て
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

知
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
統
治
と
い
う
像
が
濃
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。三

点
目
と
し
て
、
党
中
央
委
員
（
政
治
局
員
、
書
記
局
員
も
中
央
委
員

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
役
職
者
も
含
む
、
以
下
同
様
）
が
占
め
る
比

率
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
党
大
会
時
の
第
九
期
と
第
一

○
期
の
中
央
委
員
名
簿
、
第
一
一
期
と
第
一
二
期
の
国
会
代
表
選
挙
立
候

補
者
名
簿
の
検
討
に
基
づ
い
て
考
察
を
行
う
。
後
者
で
の
確
認
作
業
は
中

央
委
員
と
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
非
中
央
委
員
と
判
断
し
て
い
る
。

国
会
常
務
委
員
会
に
つ
い
て
は
第
一
一
期
で
六
九
・
二
三
％
、
第
一
二

期
で
八
三
・
三
三
％
が
中
央
委
員
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
他
方
、

政
治
局
員
に
つ
い
て
は
第
一
二
期
で
は
一
人
減
の
一
人
と
な
り
、
書
記
局

員
が
一
人
入
っ
た
。

政
府
閣
僚
に
つ
い
て
は
第
一
一
期
で
九
○
％
、
第
一
二
期
で
は
一
○
○

％
が
中
央
委
員
で
あ
っ
た
。
政
治
局
員
が
占
め
る
比
率
は
、
第
一
二
期
で

は
第
一
一
期
に
比
べ
約
一
○
％
高
い
二
三
・
○
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

大
統
領
な
ど
国
家
機
構
要
職
者
に
つ
い
て
は
第
一
一
期
、
第
一
二
期
と

も
に
全
員
中
央
委
員
で
あ
っ
た
。
構
成
も
共
に
政
治
局
員
一
人
、
中
央
委

員
三
人
で
変
化
は
な
い
。

総
合
す
る
と
、
国
家
機
構
要
職
者
に
つ
い
て
は
構
成
に
つ
い
て
も
変
化

が
な
い
も
の
の
、
国
会
常
務
委
員
会
、
政
府
閣
僚
に
つ
い
て
は
、
党
中
央

委
員
の
比
率
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

党
重
職
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
構
・
組
織
内
で
占
め
る
割
合
が
高
く
な
っ

た
こ
と
は
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
権
力
の
源
泉
が
党
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
会

リ
カ
と
の
戦
争
が
本
格
化
す
る
時
期
に
幼
少
期
か
ら
青
春
期
に
あ
っ
た
世

代
で
あ
る
。

チ
ェ
ッ
ト
大
統
領
は
一
九
四
二
年
生
ま
れ
、
チ
ョ
ン
国
会
議
長
は
一
九

四
四
年
生
ま
れ
で
減
少
し
た
一
九
四
一
〜
一
九
四
五
年
生
ま
れ
の
世
代
に

属
す
る
。
他
方
、
一
九
四
九
年
生
ま
れ
の
ズ
ン
首
相
は
台
頭
著
し
い
一
九

四
六
〜
一
九
五
五
年
の
世
代
に
属
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
総
数
は
減
少
し
て
き
た
も
の
の
、
チ
ェ
ッ
ト
大
統
領
、

チ
ョ
ン
国
会
議
長
ら
有
力
者
を
含
む
一
九
四
一
〜
一
九
四
五
年
生
ま
れ
の

最
高
指
導
者
た
ち
と
、
そ
れ
に
続
く
台
頭
著
し
い
一
九
四
六
〜
一
九
五
五

年
生
ま
れ
の
指
導
者
た
ち
が
ベ
ト
ナ
ム
の
国
会
機
構
、
政
府
、
国
家
機
構

を
指
導
す
る
体
制
が
整
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
第
一
一
期
と
一
二
期
の
国
会
常
務
委
員
会
・
政
府
・
大
統
領
な
ど

国
家
機
構
要
職
者
の
学
歴
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
複
数
の
学
歴
を
有

す
る
人
に
つ
い
て
は
最
高
学
歴
に
注
目
す
る
。
ま
た
、
学
士
に
つ
い
て
は

学
士
（cu nhan

）
と
記
し
て
あ
る
者
だ
け
で
な
く
、
大
卒
欄
に
記
し
が

あ
っ
た
り
、
大
学
名
の
み
付
し
て
あ
る
ケ
ー
ス
も
学
士
と
見
做
し
て
い
る
。

ま
ず
国
会
常
務
委
員
会
の
構
成
を
検
討
す
る
。
第
一
一
期
国
会
常
務
委

員
会
の
構
成
員
（
一
三
人
）、
第
一
二
期
国
会
常
務
委
員
会
構
成
員
（
一

八
人
）
に
お
け
る
構
成
を
見
て
み
る
と
、
博
士
は
前
者
五
人
（
三
八
・
四

六
％
）、
後
者
七
人
（
三
八
・
八
九
％
）、
修
士
は
前
者
○
人
、
後
者
一
人

（
五
・
五
六
％
）、
学
士
は
前
者
六
人
（
四
六
・
一
五
％
）、
後
者
一
○
人

（
五
五
・
五
六
％
）
と
、
絶
対
数
だ
け
で
な
く
比
率
に
お
い
て
も
第
一
一

期
の
学
歴
を
第
一
二
期
の
そ
れ
が
上
回
っ
て
い
る
。

政
府
閣
僚
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
第
一
一
期
発
足
当
初
、
第
一
二
期
と

も
に
、
博
士
一
二
人
、
修
士
三
人
、
学
士
一
○
人
、
と
絶
対
数
は
同
数
で

あ
る
。
し
か
し
、
構
成
比
率
に
違
い
が
あ
る
。
依
拠
資
料
の
学
歴
欄
に
専

門
分
野
の
み
、
あ
る
い
は
技
師
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
人
物
が
第
一
一
期

で
四
人
、
第
一
二
期
で
は
一
人
な
の
で
あ
る
。
第
一
一
期
で
は
資
源
・
環

境
相
の
学
歴
が
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
こ
の
人
物
が
大
卒
以
上
の
学
歴

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
第
一
一
期
で
大
卒
以
上
の
占
め
る
比
率
は
八
六
・

六
七
％
で
あ
り
、
第
一
二
期
の
九
六
・
一
五
％
を
下
回
る
。

役職 名前 生年 出身 党職 地域 学歴

大統領 Nguyen Minh Triet(グエン・�ン・チ���）et(グエン・�ン・チ���） 1942 Binh Duong 政治局員 南部 学士

副大統領 Nguyen Thi Doan(グエン・��・��ン) 1951 Ha Nam 中央委員 北部 博士

最高人民裁判所長官 Truong Hoa Binh(チュ�ン・��・�ン) 1955 Long An 中央委員 南部 博士

最高人民検察院院長 Tran Quoc Vuong(チ�ン・�ォ��・��ン）ng(チ�ン・�ォ��・��ン）g(チ�ン・�ォ��・��ン）チ�ン・�ォ��・��ン） 1953 Thai Binh 中央委員 北部 修士

表 5　第 12 期国家機構要職者の顔ぶれ

（出所）tuoi tre �、2��7 年�� 26 ��、� 12 �国会代表������名�か���作��
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常
務
委
員
会
、
政
府
に
お
け
る
権
力
の
集
積
が
高
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
特
に
政
府
閣
僚
中
に
占
め
る
政
治
局
員
の
比
率
の
上
昇
は
注

目
さ
れ
る
。

最
後
に
、
出
身
地
域
分
布
（
北
部
、
中
部
、
南
部
）
に
注
目
し
て
検
討

を
行
い
た
い
。

国
会
常
務
委
員
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
期
で
は
北
部
六
一

・
五
四
％
、
中
部
三
○
・
七
七
％
、
南
部
七
・
六
九
％
、
第
一
二
期
で
は

北
部
六
一
・
一
一
％
、
中
部
三
三
・
三
三
％
、
南
部
五
・
五
六
％
で
、
そ

の
構
成
に
あ
ま
り
大
き
な
差
異
、
変
化
は
な
い
。
た
だ
、
第
一
一
期
、
第

一
二
期
と
も
に
北
部
出
身
者
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

政
府
閣
僚
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
第
一
一
期
で
は
北
部
三
六
・
六
七
％
、

中
部
四
六
・
六
七
％
、
南
部
一
六
・
六
七
％
、
第
一
二
期
で
北
部
五
○
％
、

中
部
二
三
・
○
八
％
、
南
部
二
六
・
九
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
二
期

で
は
北
部
出
身
者
の
比
率
が
増
加
し
半
数
に
達
し
た
の
に
対
し
て
、
中
部

出
身
者
の
比
率
が
大
き
く
低
下
し
て
い
る
。
他
方
、
南
部
出
身
者
に
つ
い

て
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

国
家
機
構
要
職
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
二
期
で
は
北
部
出
身
者
は
二
人

と
そ
の
ま
ま
で
、
中
部
出
身
者
は
い
な
く
な
っ
た
。
大
統
領
、
最
高
人
民

裁
判
所
長
官
が
南
部
出
身
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
出
身
地
域
と
い
う
観
点
か
ら
総
合
的
に
見
る
と
、
北
部

が
大
き
な
占
有
率
を
占
め
る
状
況
が
維
持
、
強
化
さ
れ
、
南
部
出
身
者
も

増
加
傾
向
を
見
せ
る
中
で
、
中
部
出
身
者
の
占
め
る
割
合
が
低
下
し
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
お
わ
り
に

第
一
一
期
と
第
一
二
期
の
比
較
を
軸
と
し
つ
つ
、
第
一
二
期
第
一
回
国

会
に
お
け
る
動
き
を
国
会
機
構
、
政
府
機
構
の
再
編
・
改
造
の
動
き
、
人

事
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。

国
会
機
構
、
政
府
の
再
編
・
改
造
の
動
き
で
は
、
国
会
副
議
長
の
増
員
、

国
会
常
務
委
員
会
構
成
員
の
増
員
、
国
会
委
員
会
、
構
成
員
数
の
増
加
と

い
っ
た
国
会
機
能
強
化
の
方
向
性
が
確
認
さ
れ
た
。
国
会
機
構
内
部
と
い

年代 人数

1931 ～ 1935 �

1936 ～ 194� �

1941 ～ 1945 ３人 ( ２人）

1946 ～ 195� 1� 人 ( ５人）

1951 ～ 1955 1� 人

1956 ～ 196� ３人 ( １人）

表 6　第 12 期政府閣僚の年齢分布

（出所）L�o �o�g,tuoi tre �、2��7 年８�３������作��
（注）かっこ内�� 11 �政府�足当初か�の閣僚経験�人数�

年代 人数

1931 ～ 1935 ３人

1936 ～ 194� ２人

1941 ～ 1945 ８人

1946 ～ 195� 14 人

1951 ～ 1955 ２人

1956 ～ 196� １人

表 7　第 11 期政府閣僚������の年齢分布

（出所）参考文献①����作��

年代 人数

1931 ～ 1935 �

1936 ～ 194� �

1941 ～ 1945 １人

1946 ～ 195� �人 ( ２人 )

1951 ～ 1955 �人

1956 ～ 196� ３人

表 8　第 12 期国会常務委員会の年齢分布

（出所）tuoi tre �、2��7 年�� 24 ������作��
（注）かっこ内�� 11 �国会�足当初か�の役職経験�人数�

年代 人数

1931 ～ 1935 �

1936 ～ 194� ５人

1941 ～ 1945 ５人

1946 ～ 195� ３人

1951 ～ 1955 �

1956 ～ 196� �

表 9　第 11 期国会常務委員会������の年齢分布

（出所）� 11 �国会代表������名�、���� ��� �、2��2 年�� 24
������作��

表 11　第 11 期国家機構要職者������の年齢分布　第 11期国家機構要職者������の年齢分布第 11期国家機構要職者������の年齢分布
年代 人数

1931 ～ 1935 �

1936 ～ 194� １人

1941 ～ 1945 ２人

1946 ～ 195� �

1951 ～ 1955 １人

1956 ～ 196� �

（出所）� 11 �国会代表������名�、���� ��� �、2��2 年�� 26
������作��

表 10　第 12 期国家機構要職者の年齢分布　第 12期国家機構要職者の年齢分布第 12期国家機構要職者の年齢分布
年代 人数

1931 ～ 1935 ０人

1936 ～ 194� ０人

1941 ～ 1945 １人

1946 ～ 195� ０人

1951 ～ 1955 ３人

1956 ～ 196� ０人

（出所）tuoi tre �、2��7 年�� 26 ������作��
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分析リポート

う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
国
会
常
務
委
員
会
の
指

導
性
が
強
化
さ
れ
る
方
向
性
も
看
取
さ
れ
た
。

政
府
機
構
の
再
編
・
改
造
で
は
、
長
年
の
懸
案
で
あ
る
縦
割
り
行
政
の

弊
害
克
服
、
責
任
所
在
の
明
確
化
、
省
庁
間
の
管
轄
の
調
整
な
ど
の
問
題

に
対
す
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
。
実
は
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
の
組
織
・
機

構
の
再
編
も
進
め
ら
れ
て
お
り
、
二
○
○
七
年
四
月
一
一
日
、
ベ
ト
ナ
ム

共
産
党
政
治
局
は
党
各
機
関
の
整
理
・
再
編
に
つ
い
て
決
定
を
行
っ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
動
き
で
あ
る
。
①
党
内
部
政
治
防
衛
委
員
会
と

党
組
織
委
員
会
が
統
合
さ
れ
、
党
組
織
委
員
会
に
な
る
、
②
党
教
育
・
科

学
委
員
会
と
党
思
想
・
文
化
委
員
会
が
統
合
さ
れ
、
党
宣
教
委
員
会
と
な

る
、
③
党
経
済
委
員
会
、
党
内
政
委
員
会
、
党
財
政
・
管
理
委
員
会
、
党

事
務
局
が
統
合
さ
れ
、
党
事
務
局
に
な
る
、
④
七
つ
あ
っ
た
中
央
ブ
ロ
ッ

ク
党
組
織
の
活
動
の
終
了
を
決
定
し
、
中
央
機
関
ブ
ロ
ッ
ク
党
組
織
、
中

央
企
業
ブ
ロ
ッ
ク
党
組
織
を
設
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
党
機
関
に
お
い
て
さ
え
、
機
構
再
編
、
整
備
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
（
ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
議
論
で
は
な
い
）、
政
府
・

国
会
に
お
い
て
も
国
内
外
の
状
況
に
よ
り
適
合
的
な
組
織
・
機
構
体
系
を

求
め
て
、
様
々
な
調
整
、
取
り
組
み
が
今
後
も
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

人
事
の
分
析
で
は
、
国
会
常
務
委
員
会
・
政
府
・
大
統
領
な
ど
国
家
機

構
要
職
者
に
つ
い
て
、
生
年
、
学
歴
、
党
職
、
出
身
地
域
の
四
つ
の
観
点

か
ら
考
察
し
た
。
人
生
の
大
半
を
戦
争
の
直
接
的
影
響
下
で
暮
ら
し
て
き

た
世
代
が
退
陣
し
、
幼
少
期
か
ら
青
年
期
に
戦
争
を
直
接
体
験
し
て
い
る

が
、
少
な
く
と
も
国
内
で
戦
争
の
な
い
状
態
を
青
年
時
代
以
降
の
人
生
で

経
験
し
得
た
、
戦
争
の
直
接
的
影
響
の
度
合
い
が
前
世
代
に
比
較
す
れ
ば

や
や
薄
ま
っ
た
世
代
へ
と
、
最
高
指
導
層
の
若
返
り
が
図
ら
れ
た
。
指
導

層
の
学
歴
上
昇
も
確
認
さ
れ
、
知
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
統
治
の
様
相
が
強

ま
っ
た
。
ま
た
、
党
内
地
位
の
保
持
者
（
党
中
央
委
員
以
上
）
の
こ
れ
ら

組
織
・
機
関
要
職
へ
の
就
任
比
率
が
高
ま
り
、
国
会
常
務
委
員
会
・
政
府

・
大
統
領
な
ど
国
家
機
構
要
職
者
に
お
け
る
党
を
源
泉
と
し
た
権
威
、
権

力
の
集
積
は
高
ま
る
方
向
に
あ
る
。

最
後
に
出
身
地
域
別
分
布
の
検
討
に
よ
り
、
こ
れ
ら
組
織
・
機
関
に
お

い
て
北
部
出
身
者
の
占
め
る
比
重
の
高
さ
、
中
部
出
身
者
の
減
少
傾
向
、

南
部
出
身
者
の
漸
増
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。

今
年
一
月
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
正
式
加
盟
し
た
ベ
ト
ナ
ム

は
、
工
業
化
・
近
代
化
の
推
進
、
国
際
参
入
、
高
度
経
済
成
長
の
達
成
、

国
有
企
業
改
革
、
金
融
改
革
、
民
主
化
、
行
政
改
革
、
法
制
度
の
整
備
・

浸
透
、
戦
後
補
償
も
含
め
た
社
会
福
祉
の
充
実
、
環
境
問
題
な
ど
、
山
積

す
る
課
題
に
同
時
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
分
析
に
基
づ
き
、
第
一
二
期
第
一
回
国
会
に
お
け
る
動
き
を
総

合
的
に
評
価
す
れ
ば
、
国
会
機
構
、
政
府
機
構
の
再
編
・
改
造
を
行
う
と

と
も
に
、
世
代
交
代
を
図
り
、
よ
り
高
い
教
育
レ
ベ
ル
を
有
し
、
党
内
で

も
地
位
を
有
す
る
人
た
ち
の
参
加
率
を
高
め
る
こ
と
で
、
国
内
外
の
状
況

へ
の
よ
り
的
確
、
か
つ
迅
速
な
対
応
を
図
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
は
、
大
き
な
変
動
が
な
け
れ
ば
二
○
一
一
年
ま
で
こ

の
体
制
の
下
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。（
二
○
○
七
年
九
月
一
二
日
脱
稿
）

（
て
ら
も
と　

み
の
る
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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。
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